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流山市市民参加条例第１１回検討委員会会議録  
 

               日  時：平成２２年８月２８日（土） 

               午後１時３０分から３時３０分まで  

               場  所：市役所  ４０１会議室  

 

 

出 席 委 員  

伊藤委員、梅谷委員、狼委員、越智委員、片岡委員、  

金田委員  管原委員、田口委員、内藤委員、野路委員  

 

欠 席 委 員  

   なし  

 

市 民 参 加 条 例 検 討 委 員 会 ア ド バ イ ザ ー  

   関谷  昇  先生（千葉大学法経学部  准教授）  

 

傍 聴 者  

   なし  

 

事 務 局  

   倉田市民生活部長、兼子コミュニティ課長、須郷係長  

 

議  題  

（１）  両部会の相互理解について  

（２）  全体にかかわる論点について  
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（兼子コミュニティ課長）  

  時間がきましたので、ただいまから流山市民参加条例第１１回検

討委員会を開会いたします。では、委員長よろしくお願いします。  

 

（委員長）  

  では、第１１回検討委員会をはじめますが、今日は傍聴の申し出

はいらっしゃらないということで、すすめたいと思います。  

  本日の出席状況ですが、副委員長が３０分くらい遅れるというこ

とでございます。それからＨさんが２５分くらい退席するというこ

とでございます。出席者は現在９名ということで、流山市市民参加

条例検討委員会要綱第６条の規定に基づき、半数以上の出席がござ

いますので、会議は成立していることを御報告いたします。        

  では、議題に入る前に事務局から今後のスケジュールなどについ

て、御報告お願いいたします。  

   

（兼子コミュニティ課長）  

  今後の予定とスケジュールになりますけれども、別紙スケジュー

ルに基づきまして、お話させていただきます。  

  まず別紙スケジュールということで、市民や職員との意見交換の

前にはそれぞれ行政部会もコミュニティ部会でも、検討内容につい

てすり合わせていただきまして、９月末に市長へ報告をいただけれ

ばと思っております。このスケジュールでは１８日となっておりま

すが、すり合わせ等々お時間かかるかもしれませんけれども、９月

末日辺りにおきまして市長のほうへ御報告いただければと思ってお

ります。                        

  まとめたものをベースにいたしまして、市民あるいは職員との意

見交換を行っていきたいなということですすめていただければと思

っております。  

  また、提言書は１月から２月末の提出をお願いできればと思って

おります。それで議会への報告ということで、それに基づいてそれ

から素案作成等々以下の通りですすめていただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。  

  委員会の開催日程でございますが、関谷先生にお越しいただいて
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おりますけれども、９月以降でございますが、関谷先生から第３土

曜日の午前中ということでいただいております。９月１８日という

ことで第３土曜日午前中、それからもう１日につきましては、皆さ

んに今日ちょっとお決めいただければと思っておりますので、よろ

しくお願いしたいと思っております。  

  それから参加条例、皆様から延期願いが寄せられました。それに

基づきまして、この体制で進行していきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。  

  最後ですが、第９回の会議録、延期についての会議でしたので、

概要版でＨＰに掲載するということでよろしくお願いしたいと思っ

ております。事務局からは以上でございます。  

 

（委員長）  

  ありがとうございます。今お答えにありました関谷先生の御都合

というのですか、これは第３土曜日、９月は１８日ですね。１０月

は１６日、１１月は２０日になりますが、これの午前中に関谷先生

御同席の委員会ということになります。では、１０時からというこ

とでお願いします。それからもう１日、２日、９月１０月１１月と

いうことでちょうど１８日、１６日、２０日ですから、月半ばなの

で、特に皆さん、ご希望はありますか。できれば第１週の何曜日、

ウィークデイになりますから、夜になると思いますが。では、その

スケジュールはあとにしたいと思います。  

  本日の議題ですけれども、２つ、両部会の相互理解、これは部会

それぞれ行政議会部会と、コミュニティ部会と別々にやっておりま

すので、両部会が全体を通じて相互の理解についてということと、

全体に関わる論点について、これは最初の部分はそれぞれの部会か

ら今までの報告をいただきまして、そしてそのあと関谷先生からア

ドバイスをいただいて、そして時間の許す限りといいましても一応

３時半に終わるという予定で、時間があれば、皆さんで議論すると

いうことですすめたいと思います。それでよろしいでしょうか。  

  それでは、最初に今までだされてきた内容をＣさんのほうからま

とめていただいた、市民参加条例部会報告まとめ版、これに対して、

それぞれの部会からの報告をお願いします。  
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（Ｃ委員）  

  このまとめ版についての注意点だけお話しましょうか。  

 これはＥさんのほうからいただいたものと、私どもコミュニティ部

会のものをまとめました。共通部会は、修正なしでよろしいのです

ね。  

 

（委員長）  

  はい、修正はないというふうに今度、これをまとめるという形に

なります。  

 

（Ｃ委員）  

  そうですか。それで一応ページと目次をつけました。目次はＥさ

んからいただいた、行政議会部会まとめの目次というものをベース

にいたしまして、一応コミュニティ部会のほうでそこに差し込んで

いった形になっていますので、目次で５のコミュニティへの市民参

加のほうがＥさんにいただいたものにプラスされているのと、それ

から７の市民参加・協働推進のための環境づくりでＥさんのほうで

やっていたことに、合体上、ちょっと簡単に３、４、５、６を追加

していますので、そこはちょっとＥさんのものと違っていますけれ

ども、これはもう１回全体の文章を見直す中で、目次の修正をして

いくということで、とりあえずこれは現在のまとめたものと考えて

ください。  

  それからＥさんからいただいた目次とちょっと違っているので、

例えば議会参加は市民参加の方法で行政・議会部会に参加の方法と

書いてあったので、そちらにあわせました。それをちょっと御了承

ください。  

 

（Ｅ委員）  

  これは、この形で決まったわけではないので。  

 

（Ｃ委員）  

  それから一応フォントはＭＳ明朝に全部統一しましたので、それ
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は御了承ください。ポイントもちょっと１４ポイントを使っている

ものとかありましたが、１２ポイントにしましたので、御了承くだ

さい。  

  それからちょっと一文字だけ文字化けがあったものを、私が直し

てちょっと直してミスしたものが７ページの上から８行目、ウの政

策実施段階における市民参加で多くの市民を参加対象とする行事の

企企画と書いてありますけれども、企の後ろの文字がちょっと読め

なかったので、今Ｄさんに確認したら企画でいいということなので、

企企画を企画に直してください。そこだけちょっと直してください。 

  まとめた上での注意点はそこだけです。あとはお願いします。  

 

（委員長）  

  では、流れに従って１ページからいきますけれども。  

 

（Ｅ委員）  

  ちょっといいですか。１ページといったのは前文と総則について

は何も議論していないですよね。ですから今日は、お互いの部分で

すね、目次で言えば、３、４、５、６、７、８、ここの部分をお互

いに説明し合って、質問しあって、お互いに理解を深めるという理

解でいるのですけれども。１番、２番については多少理解もありま

すし、それについては部会ではなにも触れていないのですよ。です

からそういう段階ですので、このように御理解いただきたいと思い

ます。  

 

（委員長）  

  それで私も細かく説明とか内容に云々ということではなくて、そ

の流れというか、作業のことをちょっとここで話したいと。  

 

（Ｅ委員）  

  ですから目次のところだけでお願いします。  

 

（委員長）  

  前文から総則の目的、定義、それから基本理念、ここは私と副委
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員長の作業になっていまして、行政議会部会、コミュニティ部会か

ら意見をいただいています。ただし、これはかなりの部分が重複し

ております。その重複を省いてまとめまして、今日の議論を終えた

上で加味するものは加味して、次回はここの部分をたたき台にして

検討いただくという形にしたいということで考えております。とい

うことを申し上げたかったわけです。そして４ページ以降の行政の

部分についてお話をすすめていこうということです。お願いします。 

 

（Ｅ委員）  

  そうすると、次回までに行政議会部会として、この項目について

何かださなくてはならないのですか。うちの部会としては、まだ何

もないのです。  

 

（Ｃ委員）  

  ここには、７月１５日に出されたものしか載せていないので、そ

れを修正されるのであればやっぱり出していただかないと、と思い

ますね。  

 

（Ｄ委員）  

  それは部会として。まだ何もしていないのに。  

 

（Ｃ委員）  

  前回のは書いていますよ、私は。  

 

（委員長）  

  では、行政議会部会の報告をお願いします。  

 

（Ｅ委員）  

  行政議会部会は目次でいいますと、３番の行政への市民参加、そ

れから４番の議会への市民参加、それから６番の協働の推進、それ

から７番の市民参加・協働推進のための環境づくり、８番の市民参

加・協働推進の組織ということで、一応前回、最終的な打ち合わせ

をしてきたのですが、欠席の方おありでしてので、ちょっと私にま
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とめを任されたので、７番はＩさんの趣旨を踏んでまとめ直してい

ます。そういう段階で、ですから前回の見直し部分が文字として文

書として決まったわけではないので、そこはご了承ください。  

  それで３番目、５ページからです。議会部会としてはまず行政の

市民参加としては、ちょっとまた目次に戻りますが、１番の参加の

対象、それから参加のタイミング、参加の方法、これは先生の提案

を含め、各段階からの参加の方法というもので、４番の参加の対象

と方法の組み合わせ、それから４番の市民等の政策提案制度それか

ら５番、これちょっと番号が間違っています。４、５市民意見など

への対応、６項目にわたって書かれております。  

  行政への市民参加ということで、参加の対象は市民参加の対象は、

可能な限りの行政活動であるとの認識のもと、軽易な場合、緊急的

なもの、法令に基準の定めがある場合などを除き、次のような行政

活動を対象にすべきである。アからずっとカキク、アは様々な市民

ニーズから、何を選択し行政課題として政策化していくか決めてい

く場合、それからイ、総合計画に基づいた事業の実施の優先順位を

決めていく場合、これは実施計画ですね。それからウが基本的構想、

基本計画など行政の基本的な事項を定める計画を策定、または変更

する場合、それからエ、行政の基本的な方針を定める条例や市民に

負担や義務を課すなど市民生活に大きな影響を与える条例を制定、

または、改廃する場合、オ、市民生活に大きな影響を与える制度の

導入（規則、要綱、規程、指針を含む）、または、改廃する場合、そ

れからカ、公共施設にかかわる基本計画などの策定や運営の方針、

またはそれらを変更する場合。また、実際の運営、維持管理にあた

る場合。キ、各種事業・行事を実施する場合、ク、上記の他、市民

の関心が高い事項など（事業仕分け、事業評価など）、市民参加を行

うことが必要であると認められる行政活動の場合、なお、市は、こ

れらに限定せず可能な限り積極的に市民参加を行うという意思を明

記すること。また、市民参加の対象としない場合はその理由を公表

すること。こういうことを付け加えた方がよいだろうということで、

これは参加の対象です。  

  それから２ページ目の（２）参加のタイミングですが、地域に顕

在、潜在化している課題や多様な市民ニーズをすくい上げ、市が何
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を政策課題として取り上げるかを検討する「政策課題発見」の段階

から、政策課題解決のための計画案を作成する「政策立案」および

「政策実施」、「評価・改善」にいたるまでの各段階において実施す

ること。これは先生のアドバイスもあって、政策課題発見の段階か

ら入っています。  

  それから３番目が参加の方法（行政プロセス各段階毎の参加方法）

これは先生からのアドバイスを掘り下げて、整備をし直しました。

ア、政策課題発見における市民参加、苦情・意見の積極的収集をは

かる行政サービス全体、または特定のテーマやサービスに関しての

不満や提言を広く市民から求め、これらから潜在的市民ニーズも含

めた地域課題を探る。課題発見の段階から市民参加する、もう１つ

は苦情対応機関の設置（窓口、電話、メールなどを媒介として庁内

一本化をはかり、対応履歴を保存する）苦情対応を簡潔にする、そ

れからタウンミーティング、アンケート調査、ヒアリング調査、地

域データの収集・把握・分析、電子会議室、市長への手紙等、それ

からこういう段階、課題発見の段階で市民参加する、それからイ、

政策立案の段階における市民参加、政策や施策、事業の方向性等を

決める段階なので可能な限り市民参加で進めることが必要。具体的

な方法としては、市民意見公募（いわゆるパブリックコメント）、審

議会、協議会、委員会等、討議型の意識調査としては、（無作為に抽

出した市民に事前アンケートをし、その回答者の中から募った参加

者が、意見交換を行う討論会を組み合わせたもの）、それから市政モ

ニター（成人市民だけではなく、小・中学生や高校生、大学生、市

内事務所に勤務する市外居住者など幅広い層を対象にする）、意見交

換会（一定の人数の市民が集まり、直接対面方式により意見交換を

行うもので、市民と市、または市民同士の対話を行う）、公聴会・懇

談会・シンポジウム・フォーラム、ワークショップ、アンケートな

ど。これが政策立案形成の段階における市民参加になります。それ

から今度は３番目ですが、政策実施段階における市民参加と。多く

の市民を参加対象とする行事の企画運営、講演会等の開催、公共施

設の設計・建設や施設の運営、維持管理などへの参加が必要、具体

的な方法としては、実行委員会、協議会、検討委員会（市民ととも

に新たな組織を設立し、対象とする事業を実施する）、事業共催、事
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業協力（市民と行政の間で、それぞれの特性を活かすような役割分

担をして、一定期間、継続的な関係の下で事業を実施する形態）、市

民スタッフ（施設の運営等にボランティアスタッフ等として携わる）、

事業委託（本来行政が行うべき事業について、市民活動団体にその

すべて又は一部を委ねる）、指定管理者制度、という市民参加。それ

から評価、改善の問題では、さまざまな事業の実施にあたっては市

民ニーズや地域課題解決に効果的か幅広い市民参加のもと、多角的

な視点から結果や効果を検証し、改善につなげていく必要がある、

ということでその趣旨ですが、その具体的な方法としては、「市民ア

ンケート調査」などの市民の意向等を把握する調査の結果、「タウン

ミーティング」、「出前講座」での市民意見活用する、苦情等の対応

履歴の活用、モニター制度、アンケート、企画・計画・実施段階で

参加した市民からの評価実施、幅広い評価を得るということです。  

  それから事務事業評価、事業仕分けへの参加、そういうところの

評価を通じて、改善につなげていくということが大事だと思ってい

ます。８ページの上から二行目の市民意見の公募（現在のパブリッ

クコメント手続実施要綱を修正して盛り込む）から（４）の上のウ

まで、以上の明記した方法以外に、より効果的と認められる市民参

加の方法があるときはこれを積極的に用いるよう努める。この全部

で１９行については、６ページの下のほうに具体的な方法というの

がありますけれども、その下に米印が付いています。※市民意見公

募（いわゆるパブリックコメント）と審議会、ここの下に１９行が

入ります。一応この段階ではここに入ります。８ページの（ア）市

民意見の公募から、下から７行目の「…積極的に用いるよう努める。」

とありますが、ここまでを６ページの米印のところに入れます。  

 

（Ｃ委員）  

  そしたら、審議会、協議会、委員会等はこのままなのですね。  

 

（Ｄ委員）  

  そうです。市民意見と審議会は、これは別立てでちゃんとやった

ほうがいいのかなということもあるので、ここと関連した項目です

けれども、項目立てとしては別立てでするかどうかも、ちょっと整
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理の段階で議論していただきたいと思います。  

 

（Ｅ委員）  

  一応、ここではとりあえずそういうこともありますが、８ページ

目の審議会の（イ）、その下の（ウ）の、以上の明記した方法以外に、

というところまで、上の（ア）から全て６ページの米印のところに

書いてあるというふうに理解してもらわないと、整理がつかないの

で。従って７ページの評価の部分は、最後、７ページ１番下の企画・

計画・実施段階で参加した市民からの評価実施、その次に８ページ

の事務事業評価、事業仕分けへの参加、ここまでが評価・改善段階

ということです。  

  それから後半になりますが参加の対象と方法の組み合わせという

ことで、行政活動の種類、市民生活への影響度、参加の難易度など

を考慮し適切な方法を選択する必要がある。この観点から、１つの

対象となる行政活動に少なくとも複数の方法による市民参加を行う

ことが重要である。例えば、市民意見の公募（パブコメ）はすべて

の対象に行い、それ以外の方法を１つ以上行う、ということで、合

計２つ以上の方法を行うというような、複数の組み合わせというこ

とですね。これを入れたいと思っております。それで当該年度にお

ける市民参加の実施予定を公表するとともに前年度の実施結果を公

表する。ということで、組み合わせは、ここでいいたいのは、最低

２つは、パブコメは必須、それ以外にももう１つ入れることを入れ

込みたいということですね。  

  ９ページ目、行政への市民参加の最後の２つですが、市民等の政

策提案制度、これはかなり大きな柱になりますが、市民等が自発的

な意思に基づき、自分たちの問題や課題を解決したり、住みやすい

まちづくりのために自らの具体的なアイデアや意見を行政に提案で

きる制度であり必要な事項を条例に盛り込む必要がある。この趣旨

ですね。市民が自発的に見た課題を解決するために具体的なアイデ

アを行政に提案すると。以下制度の骨子について、提案できる政策

等、市の総合計画、基本構想、に関わる政策等とする。政策等の目

的及び必要性、実現に向けた手法、予想される効果等を記載した具

体的な政策を提案できる。という提案制度ですね。それから提案手
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続の方法。提案制度の手続の方法は２種類あって、１つ目は市民が

市に自発的に提案を行う方法、１８歳（１３歳）以上の市民等で１

０人以上の連署による、または、市民団体が基本構想等に即した政

策等について、自発的に提案する方法、市民が自発的に提案する方

法。それから市が市民等に政策等の提案を求める方法、市が主役に

なって市民に提案を求める方法、さっきのほうは市民が提案を行う

と。２番目は、市が、提案を求める政策等の目的、提案できる者の

範囲、提案の方法その他提案に必要な事項を公表し、市民に提案を

求める。だされた提案、１番２番含めてですが、提案を審査する。

市民等、行政、専門家による第３者機関「提案制度審査会」で、提

案された政策を総合的に検討し審査する。提案の内容並びに検討結

果及びその理由を公表し、採用の場合は実施時期を明確にする。と

いう審査をします。  

 

（Ｄ委員）  

  それでこの提案された審査会というのは、先生の前のご意見の中

で、それはどういう制度設計なのかといったときに、後ろのほうで

組織の関係で述べられていると思うのですよ。だから審査会提案組

織として後ろのほうで整備していると思うけど、Ｉさんが整備して

くれたと思うのですが、それが協働の提案しか載ってない気がした

ので、政策提案制度というのはそういう形で後ろに載せていると思

っていたのですが。  

 

（Ｅ委員）  

  これはあとで。  

 

（Ｄ委員）  

  はい、ではこれはあとで整理するということで。  

 

（Ｅ委員）  

  そういう審査会で審査をすると。それから最後になりますが、市

民意見などへの対応ということで、市民参加手続きをへて、市民等

から出された意見や情報を総合的かつ多面的に検討する必要がある。



 12

行政は表明された意見、提案、情報に対する考え方をとりまとめ、

それらの検討過程及び検討結果を公表する。これもある意味の応答

的関係とういうことになります。ここまでで一応、行政への市民参

加ということで、大きな３番の項目はここまでで終わりです。  

  どうしますか。これ全部読みますか。このまま進めますか。どう

いうふうに・・・  

 

（委員長）  

  いや、もうちょっと行政議会部会の説明を聞きたいのですが。  

 

（委員たち）  

  時間が終わってしまいます。  

 

（Ｅ委員）  

  どうしますか。やり方としては、全部流して、また後日ですか。  

 

（委員たち）  

  いや、それは。  

 

（Ｅ委員）  

あるいは、１つ１つの大きな項目ごとに１つ１つ議論をするか。  

 

（委員長）  

  今日は全体でということで最初に行政議会部会にやっていただい

てということで、申し上げています。  

 

（Ｅ委員）  

  そうですか。少し長いですが、よいですか。では、説明をした後、

先生からコメントをいただいて、それを踏まえながら質疑応答とい

うことですすめていきたいと思います。  

 

（Ｉ委員）  

  １項目ずつの方がよいのではないですか。  



 13

 

（Ｇ委員）  

  もう次の項目ですよね。９ページの最後で一区切りで、次の項目

ですよね。  

 

（Ｅ委員）  

  そうです。大きな「３」が終わったので、どうしましょうかと。

これから「４」に入るので。  

 

（Ｃ委員）  

  一番いいのは、忘れないためにも、その都度やった方がよいでし

ょう。  

 

（委員長）  

  ただ、それでやると恐らく私はこの回数は、９月いっぱいの今の

予定ではとても前には進まないと思います。  

 

（Ｅ委員）  

  では、９ページ、一番下、４、大項目４ですね。議会への市民参

加というテーマで、これはＪさんの担当で、まとめてもらって抜き

出しました。趣旨は、（１）趣旨、ア、議会は、流山市議会基本条例

の「市民参加」に基づき、市民に議会の役割と責務を果たす為、議

会情報を積極的に提供し市民との共有を図る。２番目、市民等の「市

民参加」の要請に応える為に、議会への「市民参加」の具体的機会

を出来る限り数多く提供する。３番目、市民等が議会等に参加し易

くするための環境づくりを促進し、参加の機会に当たっては市民等

の意見表明発言等に応答的関係を確保する。そういう趣旨で市民の

議会参加を図ると。  

  （２）参加の対象、議会における定例会、臨時会、常任委員会、

特別委員会、議会報告会、国や県への意見書提出時等、様々な議会

活動を市民参加の対象とする。  

  それから（３）参加の方法、請願・陳情については、委員会等に

おいて提案者が希望すれば意見陳述ができるものとする。議員発議
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の市民生活に大きく関わる事項については、（仮称）「議会パブリッ

クコメント制度」により、議会上程、委員会付託前に市民の意見を

募り、結果を公表する。これは新たに入れて、行政側にもパブリッ

クコメントというのをつけてもらったので、議会側にもパブコメを

つけたらどうかということで、新しい環境で提案をすると。定例会、

臨時会の終了時に「議会報告会」を開催し、議会の考え方、ホット

な議会情報等を市民に提供し、意見交換を行う。国・県への意見書

提出前においては、市民と「意見交換会」を持つ。議会への手紙制

度、地域単位のタウンミーティング、アンケート調査、ヒアリング

調査等により、市民の声を把握し結果を公表する。議会の政策立案

に、より市民の意見を反映させるため、すでに設置されている「広

報広聴特別委員会」の中に、直接市民からの意見を聴いたり、議会

報 告 会 や 意 見 交 換 会 等 で 出 さ れ た 市 民 意 見 を 集 約 し て い く 機 能 を

（仮称）「市民広聴特別小委員会」としてもたせていく。また、当該

委員会には市民委員枠を設け（公募）する。要するに参加の方法は、

１番上は、もうこれは、議会が始まっているわけですよね。そのあ

とについては、議会がやっていない時でもこういうことができると

いう制度になっています。  

  （４）市民政策提案制度ですね。市民等が自発的な意思に基づき、

自らの問題や課題を解決したり、条例に必要な事項を盛込む等、住

みやすいまちづくりのために自らの具体的なアイデアや意見を議会

に提案できる制度とする。提案できる制度等、市の総合計画、基本

構想に関わる政策等並びに議会の在り方に関わる施策等とする。基

本的なところですね。それから政策等の目的及び必要性、実現に向

けた手法、予想される効果等を記載した具体的な政策を提案できる。

イ提案手続きの方法ですが、市民等が議会に自発的に提案を行う方

法として、１８歳（１３歳）以上の市民等（市民団体等も含む）が、

１０人以上の連署により基本構想等及び議会の在り方等に関わる施

策等について、自発的に提案する。ウ提案の審査、議会と学識専門

家で構成する「市民提案制度審査特別委員会」を設け、提案された

政策等を総合的に検討し審査する。  

 

（Ｊ委員）  
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  すみません、そこのところ議会と学識の学識をカットしてくださ

い。「議会と専門家で構成する」になります。  

 

（Ｅ委員）  

  学識だけカット。議会と学識専門家で構成するというのを、学識

を外して、議会と専門家で構成するとなります。提案者がプレゼン

を行うことが出来、提案の内容並びに検討結果及びその理由を公表

する。採用の場合は議員発議として、行政への実施を要請し実施時

期を明確にする。  

 これは、今のは市民政策提案制度ですね。議会への政策提案をして、

議会で審査をしていくということです。採用されれば行政のほうで

実施を優先してもらうと。  

  ５番目、参加の推進、ア議会は、市民等との意見交換会を行い、

議会の勉強会、研修、視察等においても積極的に市民参加をさせる。

一緒に勉強をしましょうよと。議会は、定例議会開催中に、誰もが

傍聴可能になるよう、土・日開催日を設定する。３番目、議会は、

定例議会開催中に、子供たちの傍聴の機会を積極的に設けると共に

子供たちへの報告会も開催する。小さいうちから議会と政治に関心

を持ってもらおうということです。  

  一応ここまでで議会への参加ですね。趣旨、参加の対象、参加の

方法、市民政策提案制度、参加の推進この５項目について説明しま

した。  

  それでは次に５番目の１１ページの下のほうにコミュニティへの

市民参加、これはうちのマターではありませんので、１４ページの

上から７行目に、大きな６として協働の推進というのがあります。

これをちょっと説明します。  

  （１）趣旨、協働の推進の趣旨ですね。上の共通部会を飛ばしま

して、４行下に（行政議会部会）と書いてありますところの趣旨、

「協働」は「市民自治」に基づく「市民参加」を推進するための、

重要な方法の一つである。「協働」は多くの市民生活に影響を与える

市民と行政の共通課題を解決するに当たり、片方だけでは解決が困

難な場合に、互いの強みを出しあい、弱みを補い合って、連携、協

力して活動することで、市民満足度の高い流山市の実現に寄与する
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ものである。実施に当たっては、お互いの自立性を尊重し、良好な

応答的関係により協議した役割を分担し、初期の目的を達成するこ

とが重要である。これが協働の推進の趣旨ですね。  

  それから２番目の基本原則ですが、これも１４ページの１番最後

に（行政議会部会）とありますが、１５ページの頭です。「協働」は、

次の「基本原則」に基づき実施する。ア、お互いの立場と特性を理

解した対等な関係に務めること。イ、お互いの自主性と自立性の理

解と、主体を尊重しあうこと。ウ、効果的解決のため目標を共有す

ること。エ、説明責任や参加機会確保のため情報を共有し、公開す

ること。オ、実施後評価を行い、今後に繋げると共に、公表するこ

と。これは基本原則ですけれども、原則実施の基本方針といえると

思いますが、その辺は次回にしたいと思います。  

  中段以降、こ の（３）、今は協働についての趣旨と、基本的な方針、

原則みたいなことを、こういうことですすめていきましょうという

ことで、次からは少し具体的になりまして行政との協働、これは市

民提案と行政提案があります。まず行政との協働の場合の対象です

が、どういうことを対象にするか、多くの市民生活に影響を与える

市民と行政の共通課題の解決策で、市民や行政だけでは解決困難な

ため、両者が、協働すれば解決可能なことで、市民提案の協働事業

や行政提案の協働事業及び既存行政事業の協働化などがある。又、

事業の後援や協賛がある。その他ちょっとあとで気がついたのです

が、共済があるのですよ。そういうのを対象にして、協働しようと。

この協働では、ここでも触れていますが、市民から提案する協働と、

行政側から提案する協働の２つの柱でまとめてあります。まず、市

民提案における「市民協働提案制度」ということで、これはちょっ

と一応制度設計みたいなものはしてあるのですが、かなり煩雑にな

りますので、どういうところまで表記するか、クエスチョンをつけ

ておりますが、とりあえず今日のところでは載せておりません。  

  まず趣旨、この協働提案制度の趣旨ですね。市民団体が市民自治

の趣旨に基づき、自らが主体的に、地域や分野別の課題を探り出し

て、行政と協働で解決することを提案する制度。分野別というのは

ある言い方をすれば提案ですね。ある意味福祉の分野とか教育の分

野とか環境の分野とかそういうことですね。ではどういう人が提案
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するのかというと、提案者の資格・・会則等や活動実績がある市内

の団体。もう少しつけた方が良いのかなと思いますが、そういう人

がやります。提出先・提案条件・提案方法。こういうことも一応制

度設計してありますが、それから提案の時期ですね。審査会で説明

できたり、異議申し立てができる、そういう制度です。  

  提出先は専任部署を設けて、参加、協働を説明しようという提案

がありますが、提案条件についてはもうちょっと詳しく、公共的な

こととかもあるので、それから提案の方法は、前にもありましたけ

れども、なぜ提案をするか、必要性、それから本当に協働だと実行

可能なのか、協働するからには協働する効果があるのかということ

ですね。コストどのくらいかかるかとか、そのようなことを、ある

いは期待される効果がどうかということを書いてもらうと。それか

ら受付は先ほどもちょっといいました、市民参加、協働にも専任部

署、これは後ほどやります。それから受付、回付、審査会召集を担

当してもらうと。  

  審 査 機 関 は 名 称「 協 働 提 案 審 査 会 」、と い う も の を 掲 げ て 、市 民 ・

行政職員・提案分野の専門家で構成する。提案の審査、採決、異議

申立てについての再審査を行う。行政不採用の再審査。  

  行政部署は審査会からＯＫ、採択されたものはまわってきますが、

それを採用、不採用を決定できる。不採用の場合は理由をつけて返

却する。その返されたものを、先ほどいった審査会でもう１回、異

議申立てを受け付けますので、そこでやっていく、今度は２回目の

採用と、審査会が採用するという答申をした場合は、実施部署は必

ず採用しなければならないという実施を義務づけるという制度です。 

  それから実施に当たっては、「趣旨」と「基本原則」及び「パート

ナーシップ指針」に則って円滑な推進を図り、効果的に目的を達成

する。報告は、事業終了後、報告書を提出し公開する。  

  評価、後記の「協働推進委員会」で評価し、今後に繋げると共に、

公表する。これが大まかな市民が提案する協働提案制度です。  

  次は行政の提案で行う協働ですね。趣旨は行政の発意と市民の「協

働化」の要請により、今、当然、市は協働なら協働でやりたいとい

ってくる場合があるのですが、市民からも今やっている事業を協働

化したらどうという、協働化の要請により、新しい行政課題の解決



 18

の「協働」と既存事業の「協働化」を行政の提案で行うもので、行

政は「市民参加」の推進のため、積極的に採用しなければならない。

これが趣旨ですね。  

  それから公募については、協働のパートナーは公募による。但し、

専門性の高い案件は、指名できる。  

  応募、応募は、原則として法人格のある市民団体とする。  

  決定、目的達成可能性、コスト等を十分検討し決定する。  

  実施、実施に当たっては、「趣旨」と「基本原則」に則って円滑な

推進を図り、効果的に目的を達成する。  

  報告、事業終了後、報告書を提出し公開する。  

  評価も前と同じように「協働推進委員会」で評価し、今後に繋げ

ると共に関係各所にフィードバックして公表する。というわけです。 

  その下に、議会との協働削除となっていますが、これは削除です。

議会との協働はありません。これが１６ページですね。それからあ

と、行政との協働と市民同士の協働というのをあげておりますが、

2 つ目の市民同士の協働については、趣旨、地域や分野別の課題を

解決するにあたり、単一の団体の力だけでは、実現や効果に限界が

あり、複数の団体が「協働」することによって、「強み」を出し合い、

「弱み」を補い合うことで解決できる。基本原則は「協働の基本原

則」に基づくと。留意事項としては、できるだけ異種団体との協働

で新パワーを創造する。同種間の協働ということもありえるのです

が、私の経験でいくと異種間での協働のほうが思わぬパワーが生ま

れるということが多々ありますので、これを提案したいです。それ

から環境づくり、成功例の発表会の開催、市民活動推進センターの

機能発揮と活用、今、市民活動推進センターと協働ということで活

動していますので、さらなる充実を期待するということです。48:24  

  それから５番目、「協働」推進のためにということで、今まで述べ

てきた行政提案型の市民から提案する協働、行政から提案する協働、

それから、そういう行政との協働ともう１つは市民行政との協働と

いうことをいってきたのです。さらにそれを推進するために、行政

と市民側と両方が一緒にやっていく。行政側としては市民、職員で

構成する「協働推進委員会」を設ける。必要に応じて、横断的な複

数部署の関与を図る。これはプロジェクトチーム的なものですね。
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縦割り行政、縦割りの組織、それから民間から人を集めるというこ

とですね。それから市民活動団体へ支援を行う（拠点・人づくり・

資金等）、協働希望団体を登録して活用する。これもいいのではない

かと思います。それから市民のほうで推進することは、市民団体づ

くりを促進する。場合によっては、協働目的の団体も良いのではな

いかと思います。組織としての「協働」の合意形成を図る。これは

例えば自治会もそうかもしれませんし、ＮＰＯもいろんな分野のＮ

ＰＯがあるので、きくところによると、ある環境の団体では俺達は

環境を良くしようと思ってつくった、そういうミッションを持って

いるのに、なんで市役所の仕事をしなくてはいけないのかというよ

うなことで、内部の合意形成が図れないがために話が進まないとい

うこともよくありますので、そういうことをこれで防ぐことができ

るのではないかなと。それから、組織としての人、もの、金、情報

の強化を図る。そういうことで、協働を進めていこうという提案で

ございます。  

  ここまでで大きなテーマが３つですね。行政への市民参加、議会

の市民参加、協働の推進ということです。それで、この６番のコミ

ュニティにおける協働については、コミュニティ部会さんの方にな

りますので省きますが、７番目の、１８ページ。  

 

（委員長）  

  Ｅさん、ここから環境づくりのところはですね、共通、行政、コ

ミュニティそれぞれのところで出ていて、相当重複しているのです

ね。ですからこれは、重複している部分をまとめて整理をしますの

で、これは、整理したあと、議論したいと思います。  

 

（Ｅ委員）  

  では、８番はどうしますか。  

（委員長）  

 ここの部分はちょっと整理しないと。１つには時間の問題もあるの

ですね。このあとＣさんの……  

 

（Ｅ委員）  
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  ですから、７番は良いのですが、８番はどうしますか。市民参加・

協働推進の組織ですが。  

 

（委員長）  

  ここだけはおさえたいというＥさんのほうで、重視したい、強調

したいということであれば、８番はちょっとお話いただけますか。  

 

（Ｅ委員）  

  これはちょっと私のほうでもちょっと生煮え的なこともあって、

少し漏れがあったりしているのです。ですからここも含めて、もう

１回整理した上で、７番、８番をやれば、先ほどＤさんが気になさ

った提案審査会がもれたりしているので。  

 

（Ｃ委員）  

  ８番は今までの説明と関連しているようなので。  

 

（Ｅ委員）  

  説明の中に入っている委員会等の位置づけなどをしているのです。 

 

（Ｄ委員）  

  ちょっと簡単に説明してもらえますか。  

 

（Ｅ委員）  

  ２０ページの８番ですね。２０ページの真ん中、市民参加・協働

推進の組織。下のほうに、市民参加協働推進専任部署の設置、これ

はもう最初からずっとあった話なのですが、設置として市民参加・

協働の推進のため、庁内に市民参加・協働推進専任部署を置く。こ

れはあちこちのホームページみると、守谷市でも、市民参加協働推

進課という専任課があります。当然こういう専任部署がないと、な

かなかすすんでいきそうもありませんので、実効を担保するために

も必要です。専任部署の役割としては、市民参加・協働に関わるす

べての業務を担当し、「市民参加」と「協働」が円滑に推進するよう

に努める。具体的には、（ア）市民等と庁内及び議会の「市民参加」



 21

と「協働」の窓口となり、パイプ役、調整役を果たす。それから（イ）

「市民政策提案制度」及び「市民協働提案制度」の受付を初め事務

局を担当する。２１ページ、（ウ）「協働推進委員会」や「提案審査

会」の事務局を務める。これは、またあとででてきます。最後に（エ）

複数部署が関係する場合は、コーディネートを行い、プロジェクト

リーダー的な役割を担当する。これが専任部署の役割です。 55:10  

  それから、それに伴った外部的な付属機関ですが、まず協働提案

審査会の前に、さっきＤさんがおっしゃった政策提案審査会、これ

がちょっと抜けているのです。アの前に。  

 

（Ｄ委員）  

  市民参加制度でよろしいですね。  

 

（Ｅ委員）  

  市民政策提案・・・  

 

（Ｄ委員）  

  前は全部提案審査会とまとめていたのね。それがどうかしたらこ

こに書かれていたから、それでしたら私が別に書かなくてもいいの

かなと。ただそれを１つの機関にするとか、別々にするのか、それ

辺は全然議論できていないですよね。だからとにかく提案制度審査

会として協働と市民参加もあるという形で、今のところ説明されて

いたらどうでしょうか。  

 

（Ｅ委員）  

  審査会の中には、議会に出す提案制度もあるし、行政にだすもの、

それから協働提案制度があるので、その辺を全部一緒の審査会でや

るのかどうかという議論もあるのだけれども、とりあえず政策、市

民政策提案審査会、これは行政にだすものですね。それから協働提

案審査会、２つがあるということですね。それからもう１つは、先

ほどから説明しているのですが、市民から提案されたものを、片方

は政策提案、片方は協働提案ですが、これを審査するということで

やるわけですね。  
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  それから２番目のイ市民参加・協働推進委員会、これは市民と行

政職員数名により構成し、アドバイザーを置く。市民提案と行政提

案の「協働」が十分に行われているかを把握し、適切に措置すると

共に公表する。「市民参加」と「協働」についての市民等からの苦情

の処理を行う。「市民参加」と「協働」についての評価を行い、今後

に繋げるために関係者にフィードバックする。これはあとで補足し

たいことがあります。  

  最後に評価ということで、この推進委員会は参加も協働も全て含

めて、この条例が、この条例どおりに守られているかどうかをチェ

ックして、推進してもらうことになっているわけですから、当然の

ことながら、これがうまくいっているかどうかという評価をしても

らうということです。まずは、ａ．条例の運用状況の把握及び評価、

（ａ）市民からの政策提案や協働提案の採用と非採用件数、（ｂ）「市

民参加」や「協働」の実施件数、（ｃ）「市民参加」や「協働」の評

価ですね。それから２番目のｂですが、上記の年２回と必要に応じ

た時の公表、ｃ．市民からの「市民参加」についての、評価と意見

の収集、ｄ．他の類似団体との関連の検討、ｅ．条例の見直し、改

正及び廃止についての提言ということまでを、ピックアップしてい

ったらどうかという提案です。  

  訂正してください。２０ページの下から２行目の（ア）の「市民

等と庁内及び議会の」の「議会の」を削ってください。  

  以上で、時間の関係もあると思うので終わります。  

 

（委員長）  

  ありがとうございました。ではちょっと小休止を入れて、５分休

憩を入れたあと、コミュニティ部会のもお聞きしたいと思います。  

 

（Ｄ委員）  

  先生からの御指摘は部会ごとではなくて、全部ダーッといくので

すか。それでは、たぶん時間になってしまうと思うのですよ。だか

らせめてこの行政部会のほうだけでも先生からのコメントをいただ

いて、それからコミュニティ部会にしていかないと、ダーッとやっ

たら足りないと思うので、一応ここで、行政部会のほうのコメント
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は先生から最低分だけはいただくということにしてはどうですか。  

 

（委員長）  

  先生は。どうですか。どちらでも可能ですけれど、部会ごとにや

っていただくか。  

 

（関谷先生）  

 部会ごとの方が良いかと思います。  

 

（副委員長）  

  では、５分休憩を入れてそのあとでいいのではないですか。  

 

●休憩●  

●再開●  

 

（委員長）  

  はい、それでは時間になりましたので、では、先生の行政議会部

会の方の提案に関して、あるいはそれを基にご意見をお願いいたし

ます。  

 

（関谷先生）  

  この全体の理念とかはとりあえずおいておくということなので、

今の行政議会部会の報告について、ちょっとコメントさせていただ

きます。  

  １つは今の御報告の中に出てきたものではありませんけれども、

この４ページ、行政の責務と役割、議会の責務と役割、それをどう

いうふうに位置付け方がいいかなということが、今後ちょっと議論

になってくると思うのですけれども、これは一般的に書くやり方も

ありますけれども、行政への参加、議会への参加とありましたけれ

ども、その部分にそれぞれ責務規定を設けるという描き方ももちろ

んわかりやすいかなというようにも思いますので、つまりこの局面

において、行政はどういうことをちゃんとしなくてはいけないとい

うような、そのほうがもうちょっと具体的に責務規定のところを明
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確にできるかなと思います。４ページのこの（４）、（５）の位置づ

けは、両部会かかるのですけれども、位置づけをちょっと工夫して

みるといいかなというふうに、まず思いました。  

  そのうえで、行政参加、５ページ以降のまず参加対象は基本的に

網羅されているかと思います。その次のページ、（２）参加のタイミ

ングですけれども、これは恐らく８ページの（４）の参加の対象と

方法の組み合わせとかなり連動してくるのかなというふうに思いま

すし、どの案件についてどの段階で参加をしていくのが最も功を奏

することになるのかということが、１つ問われているということが

ありますし、もう１つ今日の報告の中では、もしかしたらなかった

かもしれませんけれども、このタイミングだとか組み合わせという

のは、誰が決めるかということは、結構大事なのですね。これも１

つは、行政が業務をすすめていく中で、これはルーティーンとして、

この段階ではこういう手法で、市民の意見を募りますという一般ル

ール化してしまう、これは組み合わせとかタイミングというより一

般ルール化してしまう。どんなことにせよ、この段階においたら必

ず意見を募らなくてはいけないという、こういうやり方もあります。

あとはこの部分で一応２つ以上の方法をという言葉がありましたけ

れども、何を選ぶのかというのが、たぶん一般的に普及しているや

り方というのは、行政が決めるやり方ですよね。だから、行政の悪

口をいうわけではありませんが、あまり大変ではない手法を選んで

やるという。だから本当にこのテーマを議論するのにこの手法がよ

いのか、逆にいうと、もっと違う、このテーマの時はこの手法でや

ったほうがいいのだという、その辺の判断を誰がどういうふうにす

るかということはもうちょっと詰めたほうがいいのかなと思うので

すね。だからこれを行政がというふうなままにしておいたほうがい

いのか、仮に推進専任委員会であったとしても、この参加組み合わ

せとか、タイミングに何々委員会が判断するとうことも描く方がよ

い。  

 

（Ｃ委員）  

  それって、条例にこと細かく書くイメージを私は持っていたので

すけれども、要するにこういうことをやるときは、必ずこれとこれ
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をやるというふうに縛ってしまって、行政の裁量をまったくなくす

るということを考えていたのですけれども、そこまではきついでし

ょうか。  

 

（関谷先生）  

  つまりそれは、原理的わかるのですけれども、ただもう一方であ

る種のスピードと機能性とそれから専門性と、それを組み合わせて、

その時にどんな判断するのかといった時に、この市民参加だけで全

部やったほうがいいものと、そうではなく行政がリーダーシップを

とってやったほうがいい部分というものがあると思います。だから

全部それをというのはちょっときついかなという気はします。  

 

（Ｃ委員）  

  行政も人が変わったときに裁量性があると、市民が思ったより全

然違うことやると困るから、それに対してはいいのではないのと。  

 

（関谷先生）  

  一般化ルール化すべき部分として、どこを入れておくのかという

のはちょっと詰めておかないと。その何とか委員会のところで協議

するということにしておけば、その裁量を減らすということはでき

ると思います。  

 

（Ｄ委員）  

  マッチングルールというのも、ちょっと考えたのですけれども、

ちょっと硬直化し過ぎるのではないのかなというふうに、例えばこ

ういうときにはこれで、と決めてしまうとそれ以外の新しい考え方

とか新しい発想を反対に排除することになるというので、むしろそ

こで自分なりに考えたほうがいいのかなというのもあるのですよ。  

 

（関谷先生）  

  そうですね、むしろそのほうがいいと思います。  

 

（Ｅ委員）  
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  こんなこともありますよね。あまり現実にとじこめてしまうと、

それだけに縛られるということもあるでしょう。ですからむしろ抽

象的にしておいたほうが、幅広くどちらも利用できる、解釈のアロ

ーワンスをもつ方がよいのかなと思います。  

 

（関谷先生）  

  だから何とか委員会というものをかませるとすると、それで柔軟

性が出てくると思いますし。  

 

（Ｃ委員）  

  基本的には行政の裁量性というか、人がかわった時の裁量性をで

きるだけ配慮して……  

 

（Ｄ委員）  

  裁量性ではなくて、恣意性でしょう。  

 

（Ｃ委員）  

  それをできるだけ配慮して効率のいい方法であれば、いいと思い

ますけれども。  

 

（関谷先生）  

  それから参加の方法で、行政プロセス、各段階毎の参加方法とい

うことで、６ページにありますけれども、この中で基本的な手法は

これでいいと思うのですけれども、前の論点として出ていた１つに

無作為抽出型の、あれはけっこう大事なものかなと思って、あれが

ちょっと御存知のない方に簡単にちょっと申し上げておくと、ドイ

ツとかでけっこう普及している考え方で、日本には少しずつ入りは

じめているものなのですね。これは無作為抽出ですから、基本的に

は住民基本台帳から本当に無作為に選ぶ、イメージとしては例えば

１つの案件、都市計画をどうするかとか、もっと具体的に路面電車

をどうするかとか、そういう具体的な一種、ないしは何らかの計画

について市民の意見をもらう。その場合に、意見をもらうにあたっ

て、無作為抽出ですからいろんな立場、いろんな世代、男女、いろ
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んなものを含めた多様な要素をその中に反映させることができると。

形態としては例えば４日間、イメージして４日間のうちに１日、学

校の授業のように、例えば５時間とか６時間というコマを決めて、

それを４日間やるわけですね。そのメンバーがだいたい２５人くら

い、それが１つの会議をつくる。それが案件によっては４つとか、

６つとかいうふうにできて、そういう１つの会議というものが、４

日間だったら４日間、１日６コマで進む。その内容というのは市の

由来や歴史みたいなものから始めて、地域の現状とか、その中でこ

の問題が今こういうふうなことで問われている、それに関係するま

ず、行政の担当課とか、あるいは学者とか、地域のいろんな利害関

係者の方々にそれぞれのコマで話をしてもらって、こういう考え方

があるということを言ってもらう。さらに今度、その２５人の委員

さんたちは、それを聞きながら質疑応答する。そしてさらには、現

地視察に行って、現状はどうなっているか、これもコマに含まれて

いるのですね。そういうことを１通りやった上で最後、それを４日

間のうち３日間やった最後の１日はそれらを含めて、そのメンバー

で意見交換をして提言書をつくる。それを市長までに提出する。こ

ういう手法が、１つ紹介されつつあるやり方で、これは市民参加と

いってもどうしても一定の人だけになってしまうとか、意見の偏り

などとよく批判されますが、これはまさに住民基本台帳から、だい

たい、多いのは１８歳とか１６歳以上ですね。もっと低い場合もあ

ります。要するに子供たちも含めて選んでいる。これは例えば２５

人の会議を４つつくるとすれば、１００人ですよね。そしたら、そ

のだいたい１０倍くらい、１０００人くらいに招待状を送るのです。

そして、そのうちのどのくらいが応えてくれるかどうか。外国の例

を見ていると、けっこう返信率高いです。そういう方法もあります。

それから、これはしかも有償です。これがまたほかの市民会議のパ

ターンとちょっと違うところです。有償でやります。三鷹で一部取

り入れていたりとか、いくつかの自治体で取り入れはじめています。 

 

（Ｃ委員）  

  三鷹は最初全然人が集まらなかったようですよ。２回目は集まっ

たと聞いていますが。  
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（関谷先生）  

  それはただもちろんそういう有償型のそういう市民会議を開いて、

無作為でいろんな御意見を聞くという、ただ小学校でやっている例

というのは、それをやるために事前にワークショップを開いている

とか、市がマスメディアを使った広報をかなりやるのですね。そう

いう雰囲気をつくった上で招待状を出して、というようなことをや

っているので、そういうこといろいろ込みで１つの手法ということ

です。一応これは提言書ですから、あくまでも市長に対して提案を

することで、あとは市長なり議会がどう受け止めるかということで

すけれども、そういう方法もありますのでちょっとその辺もあわせ

て検討していただければよいと思うところです。  

  それからもう１つは７ページのところで、評価・改善段階という

のがありますけれども、よく市民参加というと企画の段階とか実施

の段階で参加ということは、かなり普及してきましたけれども、こ

の評価の段階の参加というのは、かなり大事なのです。今日も事業

仕分けをやられていて、公開でやられているということですけれど

も、私は、一歩それをもっとすすめるべきだと。つまり市民参加を

本当に浸透させる、そして市民の意見を事業運営の中で反映させる

とすると、実は評価の部分がかなり大事で、評価の中に市民が参加

することによって、初めて問題がみえてくるということなのです。

つまり事業やって事業の成果云々ということだけの評価ではなくて、

その事業をやることによって改めてこういう問題があるんじゃない

のというのがいろんな角度からあぶり出されてくる。では、その問

題を踏まえて、では、次年度以降はどうするのか、同じ事業を継続

した方がいいのか、それとももっと問題に即すような事業に組み替

えていくのか、こういう契機が今の日本の自治体で広まっている市

民参加の中でまだまだ弱いです。だから参加、参加とはいうけれど

も、実質的な部分になかなか及んでいないという部分があるのです

ね。ですからここの接続をどう考えるかという点ですね。あるいは、

行政の施策へのフィードバック、これをこの段階において、どうい

うふうに結びつけていくのかということです。ですから、こういっ

たこともあるので、先ほど行政の責務をどうするかといったときに、
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今（３）の部分ですけれども、この最後のところに行政責務という

のをまとめて入れておいて、そしてその行政責務の中に、例えばフ

ィードバック部分を、フィードバックするとすれば、どういう形で

フィードバックするのかということを織り込めるのかどうか、これ

はちょっと今後行政とのやりとりの中で少し詰めていったほうがい

いかなとは思います。この部分を少しクリアにしておかないと、実

質化していかないかなということは懸念されますので、その点をち

ょっとご検討いただければと思いました。  

  ８ページの（４）は先ほどの（２）と合わせて、一応考えてはど

うかなということです。  

  それから９ページの（５）市民等の政策提案制度というのは、こ

れはあとで協働に出てきますけれども、ちょっと改めて整理したほ

うがいいなと思うのが、９ページの（５）市民等の政策提案制度と

いうのは、これは行政がやるべき政策を市民が提案するということ

じゃないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  違います。結果、たぶん協働とかぶると思いますけれども、結果、

それは行政がやったほうがいいという場合もあるし、あるいは市民

と協働でやったほうがいいかもしれないし、というふうな、とにか

くそういう提案ということで。幅広い提案ということです。  

 

（関谷先生）  

  私が先ほど聞いていて理解したのは、これはあくまでも、行政が

こうやるべきだということを市民が提案をする、それから協働の部

分では、協働としてこうやるということを市民が提案すると、住み

分けているのかなと。  

 

（Ｅ委員）  

  説明、言葉が足りなかったのですが、今Ｄさんが言ったみたいに、

ここの政策提案制度は協働するかとかそういう概念ではなくて、誰

がやろうが政策としてこういうことをやったらどうですかというこ

とを提案する。それは協働でやろうが、市が同時だろうが、場合が
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あるでしょうしね。すごく広義な、そのあとからでてくる協働は先

ほどの趣旨にあるようなことで、だから協働するのだということに

なります。  

 

（関谷先生）  

  では、この（５）というのは、あくまでもいろいろな方向に展開

しうるということですね。  

 

（Ｅ委員）  

  そうです。  

 

（Ｄ委員）  

  それはそういうところまで書いたほうがいいですか。  

 

（関谷先生）  

  趣旨としてそういった部分はクリアにしておいた方がよい。つま

り、その提案がどう受け止められて、評価されて、どういう実施の

方向にいくか、それはもちろんクリアしたものでなくては実施の方

向にいかないでしょうけれど、どういうふうに検討されるのか、こ

れはあとで出てくる何とか委員会との関係で、どういうふうに評価

されるのかということで、そこでこれは行政がやるとか、これは協

働で提案、これは市民が自主的に自分の手でやる、ここはいろんな

方向性が見えてくるでしょうから、それを検討する場とか手続きと

いうものをどこの場所がいいかと、１つはここに入れるというのも

あるでしょうね。協働はあとで出てきますから、協働の部分を抜い

た形のものをここに入れておくのはいいかもしれません。ちょっと

その辺の範囲がどの辺まであるのかなということが気になって、趣

旨はわかりました。私もそれには賛成です。  

  あとこの９ページの（６）の市民意見などへの対応というのを、

これを要するに責務と一緒にあわせて、まとめてしまうという方が

いいかなと思います。  

 

（Ｄ委員）  
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  そうすると責務というのはかなり具体的に書き込んでもいいので

すか。原則論としていうよりも、むしろこういうふうな関係の中で

具体的なものを行政の責務として書きこむ、そういう形の責務でい

いのでしょうか。  

 

（関谷先生）  

  もちろん理想からいえば、盛り込んだ方がよいでしょうけれども、

逆に細かすぎると行政が動けなくなる場合がある。つまりどの段階

での市民参加といったら手続きだけでも膨大な量になってしまうの

で、業務が全然まわらなくなってしまう、そういうことは容易に予

想されることですので、どこまでを条文化して、どこまでをぼやか

しておくかは、やっぱりちょっと今後の詰めで、調整はしたほうが

いいかなと。ただあまり抽象的だとちょっと実効性がなくなってし

まいますので、その辺をちょっと。  

 

（Ｅ委員）  

  項目ごとにいれていけば、その抽象的なことというのは解消され

ますね。こういうことについてこういうことをやればいいというこ

とですね。わかりました。  

 

（関谷先生）  

  それから今度議会のほうですけれども、議会参加の部分で１０ペ

ージの（１）の趣旨とあるので、もしここに趣旨を入れるとすれば、

行政参加の冒頭のところにも趣旨を入れておいたほうがいいかなと、

感じとしては。最初、確か、対象から入っていましたね。それから

議会参加はこういう趣旨ですよと、行政参加はこういう趣旨ですよ

というように入れておいた方が良いと思います。まず全体的にいう

と議会がどこまで認めるかなという感じはありますので。  

 

（Ｅ委員）  

  それもまた書きながらね。  

 

（関谷先生）  
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  ですから最初やるときには、多少理想的なことでいいと思うので

すね。参加の対象も方法も基本的にいいと思います。ただ１つ入れ

ておいてもいいかなと思うのは、行政監視という部分を住民と一緒

にやっていくということですね。これは協働でいれてもいいのかも

しれませんけれども、先ほどの話だと協働の中には議会はいれてお

かないということでしたから。  

 

（Ｅ委員）  

  具体的にやるとなると難しいのですよ。  

 

（関谷先生）  

  確かに。ですからちょっと協働で議会を独立させるのがちょっと

難しいということであれば、ここに協働的な要素を入れて、住民と

議会が一緒になって行政を監視するということですね。あとはもう

１つ入れてもいいかもしれないのは、議会の苦情処理。議会へ対す

るということでもそうですし、今行政としての苦情処理部門はある

のですけれども、議会としても一般的な苦情処理を受け付ける。  

 

（Ｅ委員）  

  議会がうけつける。  

 

（関谷先生）  

  議会が受け付けるようなところがあってもよいのではないかと。  

 

（Ｄ委員）  

  それはどちらかというと公聴広報委員会の中で、苦情とは書いて

いないけれど、直接市民からの意見を聴いたりということで、それ

でそこで集約するということだとあまり明確ではないですか。  

 

（関谷先生）  

  苦情、広い意味ではそれを含めていいと思うのですけれども。  

 

（Ｊ委員）  



 33

  逆にいうと、苦情を含むというような表現でうたって、そうすれ

ば、逆に苦情処理というものを出してしまうと、なんかその仕組み

だとか、形成そういったものでまた非常に付加するものが多くなる

のではないのかなと。  

 

（関谷先生）  

  ここはちょっと表現の問題かもしれないですね。趣旨として含ま

れているということであれば、問題はないと。  

 

（Ｃ委員）  

  そういうので、条例ではなく解説文の中にその苦情というのを書

いたらだめですか。もし、そういうことがはばかれるのであれば。  

   

（関谷先生）  

  いいと思います。  

 

（Ｅ委員）  

  われわれの提案の段階ではいいのではないですか。  

 

（Ｄ委員）  

  提案の段階ですから、行政の方がテクニックとしてどうするかと

いうことはあるでしょうけれど、まだ私たちの段階では、ここは入

れておいた方がよいのではないですか。  

 

（関谷先生）  

  提言書の段階では入れておいた方がよいかもしれませんね。  

それからあと（４）市民政策提案制度ですけれども、１つは、も

ちろん議会として、どう自治条例をつくるのか、議員提案型のもの

がつくることができるかどうかというものが問われていて、それと

の関わりで市民からもいろんな政策提案をする、場合によっては市

民が条例を自分たちでつくって、その条例を議会に直接上程すると

いうふうなこともなくはないですね。ですからその辺の形をどうす

るか、それも市民が議会のほうに委ねるようにするのか、それこそ
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普段、何とか委員会ということを間に介在させながら少しもむとい

うことをしたほうがいいのか。これ今のところ１０人以上の連署で

すから、１０人集まって条例つくったらすぐ議会に出せるというこ

とがいいかどうか。それは非常に熱心に勉強された方が集まってと

いうのはいいけれども、そうではなかったとしたらどうするか、そ

れは議会の方で検討の段階で採用する、しないというふうなそうい

う判断をするときももちろんありえますけれども、ただ今度議会と

いったら政治の問題ですよね。そうすると政治的な文脈に市民の提

案が左右されて、ということも懸念されるので、そうするとなんと

か委員会というのをはさんだ方がいいかなという部分もある、だか

らそこは、そのプロセスをどう考えるかというのは、ちょっと詰め

て考えていいところかもしれません。  

 

（Ｊ委員）  

  間にはさむ委員会というのは、ある程度第三者的な部分を入れな

いと、公正性というのが持てませんよね。  

 

（関谷先生）  

  どうしても議会に提案するというのは、政治的権力闘争に巻き込

まれることがあるわけですから、それでも一応そのルートを開いて

おいて、それを承知でだすということを保障しておくということで

もいいでしょうね。それでだめだったら行政に提案するとか、それ

は市民が自分たちで判断すればいいということでいいのか、もっと

議会への提案のプロセス部分をよりクリアに明確にさせたほうが、

いいのかどうかということですね。ここは、これの事例はたぶん今

の日本にたぶんないことなので……  

 

（Ｄ委員）  

  第三者委員会というのも、最初、Ｊさんが提案されていたのです

よね。だけどあまりにもこれは議会の革命的過ぎて、ちょっととて

も受け入れられないというから、そこは議会にお任せしようという

レベルまで下げたのですよね。第三者委員会というのはその辺どう

なのですか。  
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（関谷先生）  

  議会は決定機関ですから決定機関の部分に、市民があるいは中立

的な委員会であれ、関与するといったら、議員さんは相当……  

 

（Ｊ委員）  

  前提で、自分たちは市民に選ばれたのだという前提があって、そ

れがすごく重いのではないかと思います。  

 

（関谷先生）  

  そこはちょっとどこまで踏み込むかという論点はあると思うので

すけれども、理想的なことをいえば、そのプロセスを充実させると

いうのもあるかと思います。ただこれは実際問題でこの条例が議会

を通らないと、日をみないわけですから、そういう意味では、後退

させられることも予想はされるということです。  

  次に協働の部分ですけれども、普通は、これはコミュニティ部会

の関係になるかもしれませんけれども、１つは市民と行政この二者

間関係における協働を限定することでいいのかどうかですね。一応

行政議会部会としては、この協働については市民と行政の二者間に

おける協働というように、議会参加の部分があるので、ここではあ

えてそっちはいれないという考え方もあると思いますし。  

 

（Ｅ委員）  

  そうですね、はじめは議会参加ということも書いたのです。３本

立てだったのです。行政と市民の協働、議会との協働、それから市

民同士の３本柱でやっていたのですが、どうも、議会と一緒に協働

するというのが、なかなか難しいのがあるのではないかと。そこで

その前に議会参加というのがありましたから、これがかなり担保さ

れれば、協働しなくてもいいのではないかと、最後の最後でやめに

したのですけれども。  

 

（Ｊ委員）  

  今先生が先ほどもチラッとおっしゃった、協働的なものとして、
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でもやっぱりそれって監視機能も１つの偏見みたいに見えてしまう

し、私は議員そのものが、いつも自分たちは監視機能をもたされて

いるなというのがあるから、そればっかりはつまらないというのが

われわれの意見であるのですね。だからそれから先の協働というと

ころまで、つくりだそうとすると、ちょっと無理があるのではない

かなというふうに思いますから。  

 

（Ｅ委員）  

  議員の機能として、役割として、行政監視機能と議員立法と、議

員がからんで決めたと、どうも、流山市だけではないけれど、どう

も議員の方が弱いではないかということで、それで、何とか市民と

しては、もう少し力を発揮してほしいという思いがあるので、では、

そのためにどうしたらいいかということにかえってくるのですよね。 

 

（関谷先生）  

  恐らくたぶん行政参加であれば、行政参加のある程度の流れがあ

って、その流れの中で協働を展開すると、そういうことがあります

から、そういう意味では、議会参加というのは、まずやって、まず

はそこが窓口。  

 

（Ｅ委員）  

  先生がおっしゃった通り、議会は、最終決定機関ですから、それ

と協働するというのは非常に難しいし。  

 

（関谷先生）  

  おっしゃる通り。  

 

（Ｃ委員）  

  そうなのですけれどもね、さっきＥさんがおっしゃったように、

議員立法というのは非常に少ないですよね。それを活発化させるた

めに市民が協働で入っていって、その立法作業を一緒に協働すると

いう分野はないですかね。政策提案制度だけど、おそらく提案でし

ょう。そのあと議会にかける段階の協働作業をするという意味の協



 37

働というのはないのでしょうか。  

 

（関谷先生）  

  理論的なことを言えば、協働的な形でやったものも含めて、最終

的に議会が決定するということがありますから、市民が参加する協

働をも、ある程度それ自体一緒に評価されなくてはならない。それ

を踏まえて決定するということがあるから。基本的にはこれである

程度  

 

（Ｄ委員）  

  ここまで担保できればかなりすごいですよ。  

 

（Ｊ委員）  

  他の市にないですよ。  

 

（Ｅ委員）  

  全てが課題発見からなのです。議会もそうなのです。監視は別と

して、特に地域の課題とか、提案からの課題とかね、それも議会な

りにやっているといいたくなるわけですよね、それを一緒にやろう

よというのが入っていますから、それが政策提案ですね。だからそ

れをきっかけにして、議会に一緒にやってよと言っていけば、それ

が協働でやったことになる。  

 

（Ｄ委員）  

  協働の種になる。  

 

（関谷先生）  

  さっきちょっと市民提案との違いはどうなっているのかというの

を、先ほどの御説明で納得はしました。あとは協働事業の内容につ

いて、これは市民が提案をして、その市民が提案をしたものについ

て具体的にどう想定するかですね。つまり今一般的に普及している

市民協働の提案制度、協働事業というのは、市民が提案したことに

対して例えば年間５０万とか１００万の補助金を出していくという
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ふうな支援型のパターンですね。ですから、１つは支援型のパター

ンがこの中に想定されてはいるのですけれども、それ以外にも提案

をして１事業としてつくりあげてしまうというふうなことをも想定

しうると思うのですけれども、この場合この協働事業の形というか

内容はどの辺を想定されているのですか。  

 

（Ｅ委員）  

  ２つあるのですけれども、１つは役割分担をして、この部分は行

政が、この部分は市民がという形で、目的は同じで、２つ合わせる

というやり方、それともう１つは、例えばお金だけ、財政的なコス

トがかかる部分だけ支援するから、民間、市民でやってくれないか

というのもある。要するに、私が想定しているのは、片方だけでや

っていたら、どうも解決しないことが、両方くっつくと解決しそう

だというものを想定していますよね。だから形もそうなると思うの

ですね、あるいは例えばお金ではなくて、なにかノウハウとか、あ

るいは物とか、拠点などを支援してくれるとか、そういう事業の場

を行政はつくってくれる。あとは、運営は市民がやってくださいと

いうような形です。  

 

（関谷先生）  

  そうすると行政の側からみたときに、どういうふうに予算をつけ

るかですね。それを想定したときに今ある、ある程度普及している

ものというのは、担当課のところに、支援制度として５００万とか

１０００万とかお金をつけて、それを基にして市民から提案を募っ

て、審査を受けて採択された団体に幾らとか支援をしていく、これ

を協働事業だとよぶパターンが今のところ多いですね。それはそれ

で１つあり得ることだと思うのですけれども、そうではない形だと

すると、お互いに弱い部分、強い部分が補い合う、補い合うという

のはその既存の事業についても、そういうことを考えるのか、それ

ともあくまでも協働事業という形で、別途予算を考えるのか、その

辺はどうでしょうか。  

 

（Ｅ委員）  
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  既存事業にも、協働を図っていくと、市民がみて、これは協働で

やったら効果があるのではないですかと、今市がやっているけれど、

コストがだいぶかかっているから協働してみませんかと、協働化を

要請するというサジェスチョンも、想定に入っています。  

 

（関谷先生）  

  そこはいろいろな計画なり、本当にゼロから市民たちが考えた提

案について、うまく役割分担しながらやっていくものと、その既存

事業の中で、ここはもっと一緒にやったほうが従来のやり方よりい

いのだと考えたいのか、そこはいろんな可能性がある、そういうふ

うに思います。  

 

（Ｅ委員）  

  予算も  

 

（関谷先生）  

  だから具体的に市として、この提案を受けたときに、市としてど

ういうふうに対応すればいいのか、ということを想定した方がよい

と思います。間違いなく、今、各課でいろんな事業をもっていて、

毎年それを予算要求するわけですね。そのプロセスの中で、どの段

階でどういうふうな協働をして、そういう役割分担を考えて、それ

を予算申請の前に入れるという話になるのか、どういうタイミング

で協議の場を設けていくのかということも考えたらいいと思います。 

 

（Ｉ委員）  

  協働の提案のときに施設を貸してほしいだとか、補助金を出して

ほしいだとか、というのはある程度具体的に申請できるというか、

提案できるように入れておくというのもあります。  

 

（Ｅ委員）  

  そうなのだけれど、今、できるだけ機動力を発揮して、スピーデ

ィーに運んでいこうとすれば、できないなら待つからいいよという

のならいいのだけれども、次年度でもいいのだけれども、先生がお
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っしゃったみたいに、ある程度の予算をもっていて、それを協働事

業に、市が認めてお互いにやろうと決まったことについては、その

予算を使うと、そういうものをもっているみたいなのですね。それ

を想定すると、何千万も何億もという協働はないのかな。  

 

（Ｄ委員）  

  でも、全体の例えばいろんな都市計画課のような事業が出てきて、

それをトータルでみてこれは協働にしたほうがいいかというふうな、

分野を越えた中でみていって、それでそれぞれの実施計画の中で予

算をつけていくわけではないですか。その時点で提案される協働、

市民から協働は別としても、そういうふうな既存のものとか新しく

行政の作りだすものについての協働事業の視点で、それをみていっ

て予算化していくという形はどう思いますか。  

 

（関谷先生）  

  繋げていくというやり方はあり得ると思うのですね。先ほど申し

上げた評価の段階でどう市民参加を入れて、従来どおりがいいのか、

協働型でやった方がいいのか、そういう段階を入れた方がいいので

はないかと申し上げましたけれども、その話とも繋がる、結局は。

だから評価の段階で、どういう形で出てくるのかということを、あ

とは市民提案で出てくる、それから協働の部分で出てくるものとい

うものが、ある意味、今の既存の事業をどうするかという話、結局

はそれについての話ですよね。だからそれを、どういうふうに制度

設計として組み込むかということで、これ本気でやっていたら相当

すごいことですけれども、たぶん事務局はじめ、相当大変なことに

なるので、ここはどういう制度設計で、ここに組み込んだほうがい

いのかによると思うのです。ほとんどの自治体は、そこまではまだ

ちょっとやれないから、一定の予算を確保して、その中で団体とか、

事業に対する支援をする、それをもって協働事項にするというパタ

ーンが多いですよね。  

 

（Ｅ委員）  

  市民から事前に判断して、自分から提案するということがあるで
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しょう。これは、やはり新たなことだと思うのですよ。予算が想定

されていないものがあるのですよ、市にとってはね。市の角度で考

えれば、困ると思うのですよね。だから、今年度は予算が間に合わ

ないけれども、補正で組んでもらえませんか、そして来年度は予算

を組んでもらえませんか、となれば、時間的な余裕があるのではな

いかなと、そうでないと。  

 

（関谷先生）  

  ですからこの中で描き方にもよると思うのですけれども、そうい

う市民提案的なもの、事業評価、そこで出てきて検討する、そこで

応答性を通じながらどういうふうにやったほうがいいのかというこ

とを、多少時間をかけながらもんでみる。それが次年度というのは、

なかなか難しいかもしれないのですけれども、多少時間をかけなが

らでも、そういう行政の事業の組み換えに少し繋げていくようなル

ートを開くということはあり得ると思うのですね。全部が全部とい

うのは、なかなか難しいかもしれないけれども、そういう多少時間

をかけながら、それは恐らく最後にでてくる何とか委員会で少し時

間をかけながら、両者で協議をするということはあり得ると思いま

す。  

 

（Ｄ委員）  

  ということはその委員会はかなりの機能を果たすから、かなりつ

っこまないといけないということですね。だから結局、参加協働推

進委員会というのは、そういう視点で既存の事業とか、制度の仕組

みをみていくという形で、書いたほうがいいですよね。そこがちょ

っと。  

 

（Ｊ委員）  

  今の関連なのですけれども、つまり条例の作り方によっては、例

えば行政のほうに、私なりの表現でいうと、ポケットみたいなもの

を、実現化させるためにはその条例をつくったことによって、そう

いう何らかの機能があって、そこにそういうポケットみたいなもの

をもたせておくと。いわゆる従来の予算の手続き上のね、枠組みを
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次年度につくるとか、当年度であれば補正でやるとか、そんな問題

ではなくして、この条例から導き出される中身によって、当年度中

にでもそういうことが可能にさせてしまうような制度設計みたいな

ものをできるということを、今教えていただいているのですか。  

 

（関谷先生）  

  その課でなにをやるかですけれども、それもできるルートは残し

ておいて、ただ、それだけになってしまうというのは、これはかな

りきつい部分がありますね。  

 

（Ｊ委員）  

  例えば今具体的に実態どうなのかわかりませんが、松戸市でもっ

て、だいぶ前に、「すぐやる課」というのをつくりましたよね。ああ

いう課をつくっているということは、それなりにその課には、何に

使うかわからないけれど、それなりの予算をたぶんもっているので

はないかと。そんなことと同じようなイメージでもって、今回の条

例の機関によっては、制度設計であるそういうものが持たせるよう

なものが可能なのかどうかと、そこまで考えたらどうかということ

を、今いわれたのかなと思ったのです。  

 

（関谷先生）  

  どういう役割分担をしていくのかということは、多少協議が必要

だと思うのですよね。協議の部分に機動性をもたせたほうがいいの

かどうかというのはちょっと危険な部分があると思います。だから

中身と案件にもよると思うのですけれども、逆に大事なのは協議の

場を通じて役割分担を見出していくというプロセスを、明確にルー

ル化する、制度化するということが大事なのですね。機動性の部分

はちょっと運用の問題にもかかわってきますので、そこはちょっと

どういうルートからあがってきたものを、どの部分でどう揉むのか

ということを、評価の部分と市民提案の部分、協働の部分を少し結

びつけながらイメージして最終的に盛り込むということがいいかな

と。  

 



 43

（委員長）  

  それでお約束の３時半になったわけですけれども、あとは先生の

お話といいますか、今の協働部分、これはもう少し時間はお話いた

だく時間というのは必要ですね。それならば、今日はこの協働の話

で４５分までに終わって、コミュニティの部分は、今日はちょっと

できないということでその部分をどうするかというのは、４５分か

らお話して、連絡事項を含めて遅くとも５０分には終わらせたいと。

あとの予定もありますので、ということにしたいと思いますが。い

かがというより、そうせざるを得ないのでよろしくお願いいたしま

す。  

 

（Ｅ委員）  

  先生、１つ伺ってもいいですか。聞きたいのは、市民同士の協働

ということが入っているのですけれども、これはちょっとあんまり

イメージが浮かんでこないのですが。実際には現場でいくつもやっ

ているので、それを条例化するという意味がちょっとどういう、す

るのはいいのだけれども、いいか悪いかわからないのですけれども、

するならどう表現したらいいのか。現実は、もう、自治会とやった

り、ＮＰＯ同士でやったり、いろんなことやっているのですよ。  

 

（関谷先生）  

  そうですね、そこが、協働のもう１つ、問うべきところです。１

つは、まずその市民同士の協働というものができるのだということ

を、まず１つ明記するということが大事だと思うのですね。内容的

には１７ページに書かれてあるようなところで、基本的にはいいと

思いますし、もう１つの狙いとしては今まで条例の中で議論される

ことは少ないと思うのですけれども、コミュニティというのは、や

っぱりまだまだ縦割化している、コミュニティの縦割化。つまり団

体でその交流の契機というのは、なかなか出てきづらい、欧米だっ

たら、そういうものがないので、逆にいうと参加の規定というもの

を設けておけば、市民はどんどん参加することができると、だけど

日本の場合は、団体ごとに閉じてしまっている側面が非常に強いの

で、参加の権利をうたっているだけで、コミュニティというものを



 44

変えていけるのかという課題がもう１つあるのです。そこをどうと

らえていくのかで、いや、それはもうそういうものも含めて市民の

考えていくことなのだから、それ以上コミュニティのことには触れ

るべきではないという考え方、私はそれだと弱いなと、個人的には

思います。そういったときに、１つはそういう協働ができるという

部分、それからあとはこのコミュニティ部会の（６）に書いてある

こととか、あとはコミュニティの中で横の繋がりということでいく

つか制度が出ていいかと思うのですけれども、その辺との関わりも

出てくる論点ではあると思うのです。コミュニティ部会はその横の

繋がりを持たせる組織とか場というものを明記すべきだと書いてあ

るので、それもまたどういうふうに、この委員会全体として判断し

ていくかによりますけれども、例えばそういった横のつながりを、

つくりだす場とか機会というものを、尊重する、あるいはそういっ

たことをつくることができるとか、言うふうな形で書いておくこと

はありで、それは逆にいうと市民同士でやった時に、なんでそんな

協働なんていって、なんの権限があってそんなことを言っているの

かというふうなときも、条例上市民が決めた条例の中に一応こうい

う薄い形ではあるけれども、こういう根拠があるのだというふうな

ことでもって、その話をすすめていくということはできるとは思い

ますけれども。  

 

（Ｅ委員）  

  なんか市民同士が協働する場合にコーディネート機能がいるので

はないかと、現実的に。相談窓口でもよいのですが、両方の情報を

もっていて、それを繋げられるというね、だからコーディネート機

能みたいなものが、だれがやるかは別として、これがないとただ書

いていっているだけで、現実私たちがやっていることも、私はニュ

ースが入ってきやすい立場なので、アイデアがわくのですけれども、

なかなか先生のいったように関わりとか、なかなかそういうニュー

スが入ってこないというのと、火をつけないといけないのではない

かと。  

 

（関谷先生）  
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  ですから、おっしゃるとおりでその火をつける仕掛けというもの

を、あまり個別具体的に書きすぎるとちょっと逆にまた拘束される

というイメージができてしまうかもしれないので。  

 

（Ｅ委員）  

  環境づくりのほうで、市民参加推進センターの機能発揮と、たま

たまこのテーマで、協働というテーマで動いているので、とりあえ

ず市民活動推進センターだから、市民活動団体同士の、ここでいう

市民同士の協働というのをテーマでやっているのです。あちこちで

やりだしたら、結構面白いのですよね。考えられないようなパワー

を発揮しているので、これはいいなと思っているのです。福祉の分

野で自治会と協働したりとか、そういう協働に触れていますので、

そのためにはやはり、コーディネート機能がいるのではないかなと。 

 

（関谷先生）  

  市民同士の協働で大事なことはここに書かれているように、異種

団体との協働で新しくつくる、これ非常にやっぱり大きな要素であ

るのです。１つは、そういうことができる環境を整える、それから

コーディネーターの一環として、例えば提案の場をつくるとかいう

そういう媒介性という部分も少し盛り込んでおくということは、あ

りだと思いますね。そういう市民活動推進センターというものもい

いですし、ただもう１つは市民活動推進センターのみがこの媒介的

な役割を果たすのかということですね。それでいいというような書

き方もあるでしょうし。それ以外にも例えばコミュニティ部会が提

案されているような地域単位で横の繋がりをつくるような、団体と

いうものも選択肢の１つとして入れておくということがいいのか、

その媒介性ですよね。この組織ではないとだめなのだというふうに

いってはだめなのですよ。それはなしだとして、その繋ぐ要素とい

うものを、媒介する要素というものを、この中にどう多様な形で入

れておけるかどうかということも、１つポイントになるかなと。  

 

（Ｊ委員）  

  そこなのですけれどもね、われわれの部会の方でも、この前そこ
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は先生にお聞きしようということでペンディングになっている部分

があるのですけれども、今この８の協働のところの構成をみると、

１趣旨、２基本原則、３行政との協働、それから市民同士の協働と

いうのが入っているのですよね。そこの間に、この構成で協働とい

うのはいいのかという相当論議したのですけれども、今いわれたよ

うな部分というのを組織だけでずばっと偏ってしまうということが

ある、例えば協議しながら効果的な部分がどういうものがあるのか

ということを、考えていくといった協働というものを少しきちんと

整理したような表現ですか、そういったものがこの条例の中で必要

なものかどうかということで、２つの意見がわかれて、ちょっとし

ばらく時間かかったところもあるのでね、それを先生にちょっと聞

きましょうということで。  

 

（関谷先生）  

  それは何と何にわかれたのですか。  

 

（Ｊ委員）  

  つまりこの整理の仕方でいいのではないかと、この協働そのもの

がね。もうこれでほぼ網羅されていると。だけどもう１つ、何かこ

こに１つ協働として、条例化するのに要素として、項目として、何

かもう１つあるのではないかと。その部分が、先生のところでお気

づきのものがあるかどうかということを、ちょっとお聞きしようと

いうことで、今日の時間を楽しみにしていたのですよね。  

 

（関谷先生）  

  プラスアルファでどういう意見が出たのですか。  

 

（Ｊ委員）  

  今、具体的な、Ｅさん自身さっきおっしゃっておられたように、

例えば共有しながら効果的な部分というもので、具体的に例えばそ

の講演とか啓発するとか、そういったものを助成していくとか、そ

ういったものをより浮かび上がらせるというのですか、そういった

ようなものはなんなのだろうかという、さっきＥさん自身が機能で
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すとおっしゃっていましたよね、市民活動センターの中で。それな

んかそうだと思うのですけれどもね、だけどそれを組織だけにする

とかたよってしまうから、ちょっと危険だと。  

 

（Ｅ委員）  

  それは表現の仕方でね。  

 

（Ｊ委員）  

  その部分が今、少しモヤモヤしていたのが、もうこの整理でいい

のかどうかということで、なにかまだ味付けが足りない部分はない

かといったのです。  

 

（Ｄ委員）  

  それは先ほどおっしゃった市民活動センターの前の市民同士の協

働以前の協働として市民提案事業協働と、行政提案協働、それだけ

の整備でいいのかなというのはすごく、それだけで協働では、なん

ていうのかな、なんとなくその協働をどうやって整備していくのか、

全体の協働の仕組みみたいなものが見えないというふうに、私はす

ごくあって。  

 

（Ｅ委員）  

  行政との協働ということにしても、その事業でしょうと、事業を

協働したらどうかということで、もっとほかの部分も協働できるこ

とがあるのではないのと、事業ではなくて。だけど、それは市民参

加をどう違うのというと、んーと、こういうことになってしまうの

で、では、それは市民参加の方でも解決するのではないのかという

と、ああそうだねということになるし、だから結局協働というのは、

事業で協働することなのかなという理解があって、そういう概念が

あるから、最初からそう入ってきてしまっているから、もっといろ

いろあるのではないのかと。すぐ家の中入る前に、門から玄関のア

プローチがあるのではないの、ということで。  

 

（Ｊ委員）  
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  だから今度は中身に内から入ってしまえばね。それはもうきちん

となっているけれども、外側から見たものとして、これでいいのか

どうかというふうな考え方もありますよねということで。  

 

（Ｅ委員）  

  協働というものの全体像というものが、Ｊさんにしても、Ｄさん

にしても、私自身もそうですけれども、私はなかなか描けないので、

とりあえず今手っ取り早く即物的に整理しているのかもしれないけ

れども、すぐに家の中に入っていったらみたいなね。  

 

（Ｄ委員）  

  だから提案にしても、２つだけだと、２つだけでも大変なことな

のだけれども、それだとその協働のもうちょっと協働というものが

新しい協働を目指すということなのでしょう。そういう部分のとこ

ろの描き方みたいなところであったり、最初先生がおっしゃったや

はりそのどの部分でどういうふうな形で協働を整備していくかとい

う部分はやっぱり見えないところなのかなと、そこのご指摘になる

のかなと思ったのですけれども。  

 

（関谷先生）  

  協働として、市民提案型とか行政提案型とか事業としてというこ

ともありますけれども、実は協働の１番のポイントは、１つは応答

性であり、協議するということなのですよね。協議をすることによ

っていろんなことが広がる、その中で事業は１つでてくるというこ

ともあるでしょうけれども、事業以外にもいろいろなものがでてき

うるということは考えられるでしょうし、それがなんなのかという

のは、ちょっと一概には言えない。  

 

（Ｄ委員）  

  そこが、なんかこちらもつかみきれないし、でもこれだけではち

ょっと十分ではないかなという思いがすごく。  

 

（Ｅ委員）  
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  それはわかるのですけれども、それならば、具体的に何をかくの

かというと、いろいろ考えた結果、書くものがないので、やっぱり

ここは、書くとすればこういうことになるのではないのかと、なん

かありそうな気がするのですよ。確かにイメージ的で、あまり具体

性はないけれども、概念的に、協議する、それも協働ではないのと、

あるいは一緒になって調査に行く、やりとりをする、協働ではない

のと、それは市役所の方針にね。  

 

（Ｄ委員）  

  それは参加みたいな形で。  

 

（Ｅ委員）  

  それは参加で整理できるのではないということで終わったので。  

 

（委員長）  

  尽きない議論なのですが、時間のほうが厳しいことになっていま

すので、最後の締めを。  

 

（関谷先生）  

  そうですね、だから協働というとちょっと引き続き議論したいと

ころですけれども、確かにそういう市民提案事業、行政提案事業、

という事業だけに絞るというのはややちょっと狭すぎるとは思いま

す。そういう意味で１つは媒介性、私の協働のイメージはやっぱり

その両者が開かれた形でやりとりするということなのですよ、広い

意味で。それは情報交換かもしれないし、何か議論するということ

かもしれないし、それ自体が何かすぐ成果がでるのかといったら、

そうではないことかもしれないし、そういった意味でいろんな話し

合いとか議論ができる場というか、そういう環境ですよね。そうい

うものを広くとらえて、協働ということだと思いますので、そうい

うふうにとらえて、行政と住民の壁ということがよく言われるけれ

ども、もうちょっといろいろな形で一緒にやっていこうよというそ

れは、その住民も行政に働きかける、行政も気軽に市民に話しかけ

る、働きかける、そういう環境を整えていくということが１番ベー
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スにあって、そういうやりとりの中で一緒にできるかもねというの

が出てきたら、それを具体的な計画とか事業に繋げていくというこ

とができるでしょうし。  

 

（Ｅ委員）  

  たぶんその辺は、少しは、においは感じていたので、１４ページ

の協働の基本原則のところには、趣旨のところですね。趣旨のとこ

ろに入れてみたのですね。お互いの自立性を尊重し、良好な応答的

関係により協議した役割を分担し、とね。これが１番大事だろうと、

これがベースになければ始まらないだろうと。要するに協働にして

も参加にしても相手があることですからお互いにね。一方的にいい

たいことばかり言っていたってできないですから、良好な関係とい

うことですね。  

 

（Ｄ委員）  

  それはわかるのですけれども、例えばある市では、市の職員が職

員のあれを外して、単にサロンに行って、そこに市民が大勢集まっ

てわいわいがやがややっている、そういうのが１つ協働のパターン

みたいな形で、そこでいろいろわいわいしながら何かをうみだして

やろうねというのがあるという例は聞いたことがあるのですけれど

も、そういう形の協働のあり方というのも。  

 

（関谷先生）  

  もちろんあります。本当に緩やかな形でサロン風に議論していく

という場もあるでしょうから、そういう裾野の広さというのをちょ

っと入れておくということはありだと思うし、そこから事業という

形でもいいし、サロン的な場をつくるということも、場まで描いて

いいかもしれない。それから基本的な部分ではそういう１つの媒介

性、その媒介を市民活動推進センターだけでいいのかということも

ある、その辺具体的にいれたほうがいいのかどうかということもあ

るでしょうし、それから、もう１つ、これは、次回議論に委ねたい

ところですけれども、コミュニティ部会のほうで、コミュニティに

おける協働というのを入れていますけれども、そこは分けずに市民
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同士の協働とコミュニティの協働というのは、ちょっと融合されて

もいいのかなと思いますので、そこも含めてちょっとどういうふう

なやり方をしたほうがいいのかどうか、そこはコミュニティ部会の

方が考えてらっしゃる媒介機能というものもあるのですが、それを

含めてちょっとその媒介性という部分を多少限定列挙した方がいい

かもしれませんし、少し描いた方が逆に使い勝手のいい条例になる

かもしれませんので、それはちょっと詰めて。  

 

（委員長）  

  ありがとうございました。それでは今日の議論を受けてといいま

すか、今後のスケジュールをもう１回決めていきますけれども、今

日の状態では、９月１８日に市長への中間報告というのはとても無

理だと思います。先生が参加いただいた上で次回のコミュニティに

関する議論ですね、それは１８日に。  

 

（関谷先生）  

  委員長、これは、９月１８日中間報告はもう決定されているので

すか。  

 

（委員長）  

  いえいえ、そうではないです。  

 

（関谷先生）  

  今の議論はかなり大事なので、ちょっと踏まえた上で１０月くら

いとか。  

 

（委員長）  

  そういうことを今、皆さんにお話しています。ということで、そ

れはあと順々にずらすのか、市民、職員との意見交換をしていくの

か、それは別にしまして、今の議論の協働の問題の継続とそれから

コミュニティに関する部分のお話を９月１８日に行うようにしたい

と思いますが、いかがでしょうか。それに向けて……  

  ただその前に一度全体委員会なのか、それともまた部会にわかれ
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てもう一度やるのか、そこら辺の。  

 

（Ｄ委員）  

  行政部会は、今日のことを受けて、やらないといけないですね。  

 

（委員長）  

  それでは、部会のお話として、確認していただきたいと思います。

では、行政議会部会の方はもう一度部会を開く、コミュニティ部会

は次回にまわすということでお伝えしておきます。  

  それでは別件ですけれども、実は宗像の市民参加条例検討委員長

をされていた方が所用で１１月３日に、東京に出てくる予定です。

もしその必要性があれば、前の日でも翌日でも喜んで協力するよと

おっしゃっていただいて、それはもう宗像は時様も違うし、聞かな

くてもいいよということかもわかりませんけれども、少なくともそ

の４、５年前からこの市民参加条例、コミュニティ、協働を含めて

取り組んでおられる・・・  

 

（Ｅ委員）  

  ちょっとタイミングが遅いですね。もっと早くであれば聞きたか

ったけれども、ちょっと今ここまでまとまってきて、心が揺れると

いけないので、先生からもアドバイスをいただいているので、私と

しては、時期が遅いので良いかなと思います。  

 

（Ｃ委員）  

  私は市民参加だけではなくて、コミュニティ推進の立場としては

ちょっと聞きたいなと思っております。  

 

（委員長）  

  それではこちらの事情に合わせてご協力もらおうかと思いました

けれども、こちらの聞きたいことがあったら、前後のスケジュール

を問い合わせて、その場をつくるということで、わかりました。  

  それともう１つ、これは次回の議題の１つにもなりますけれども、

予定になっています１０月の市民、これは少しずれるかもわかりま
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せんが、市民、職員との意見交換の場をどういうふうにしていくの

か、その時に今の委員の皆さんの役割についても大丈夫でしょうか

という、提起もありましたし、次回までは皆さんこの市民との意見

交換それから市の職員との意見交換、それをどういうふうにやるか

についても、ちょっと考えてきていただきたいなと思います。  

  ということでそれ以外に事務局のほうから何かお話ありますか。  

 

（兼子コミュニティ課長）  

  一応、予定として、９月にもう１日、関谷先生のご都合のつけら

れる日にもう１回開いてはいかかでしょうか。第３土曜日以外に、

もしご予定がつけば、どうでしょうか。  

 

（委員長）  

  そうすれば１８日と申しましたけれども、その前にもう１回繰り

上がれば。  

 

（Ｅ委員）  

  今日と同じことのコミュニティ部会版ができるということですね。 

 

（委員長）  

  一応今は先生の御都合のいい日に。  

   

（関谷先生）  

  ６日、できれば１９時に。  

 

（委員会）  

  では、６日の１９時に。  

 

（Ｃ委員）  

  時間がないですけれども、ちょっと２つほどね、１つは要するに

コミュニティ部会とそれ以外の前後の部分をできるだけ早くまとめ

て出していただきたいなと。全体のね。その議論もちょっとする時

間が必要ですよね。  
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  それからもう１つは市民、職員との意見交換のまとめ作業につい

て、どういうふうに作業するかという時間を決めておかないと間に

合わなくなるのではないかと思うのですれども。  

 

（Ｅ委員）  

  どの程度まで資料つくるかね、ある程度の理解をしてもらうとな

ると、膨大な量になるでしょうね。  

 

（Ｄ委員）  

  どういう意見交換会をするのかによるでしょう。どういうスタイ

ルにものにするかによって、出すものも変わってくるから、それは

どういうスタイルで意見交換会持ち出すというところからくるので

はないですか。  

 

（Ｃ委員）  

  そういう議論もいれていかないと。  

 

（委員長）  

  はい、では、そこのところも踏まえて次回やっていきたいと思い

ます。では、これで終わります。  

  

 

（閉  会）  
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【別紙】  

 

 委員会・・・・・・・ 平成２２年８月７日 全体共通理解 

（全体会）                 （それぞれの部会を理解する） 

                 ８月２８日  々 

                 ９月     々 

                 ９月１８日 意見集約・市長へ中間報告 

                １０月   市民・職員との意見交換 

                １０月     々 

                １１月     々 

                １１月     々 

                １２月   意見まとめ 

                １２月     々 

            平成２３年１月     々 

                 １月   提言書作成 

                 ２月     々 

検討委員会提言書提出・平成２３年２月末  

 議会への報告 

 

 

 素案作成・・・・・・・・・・平成２３年３月～６月末 

 例規審査・政策調整会議 

 

 議会報告・・・・・・・・・・平成２３年７月      議会 協議会の設置 

 

 パブコメ募集・・・・・・・・平成２３年８月 

 パブコメまとめ・・・・・・・平成２３年９月 

 庁議決定・・・・・・・・・・平成２３年９月末 

 議会上程・・・・・・・・・・平成２３年１２月    特別委員会の設置 

 市民へ周知・・・・・・・・・平成２４年１～３月 

 条例施行・・・・・・・・・・平成２４年４月 

 

 


